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欧州におけるサステナビリティに関する動き

⚫ 欧州では、サーキュラー・エコノミーをはじめとするサステナビリティに係る取組や、
人権デュー・ディリジェンスに関する法令の整備が進展。繊維製品についても、持続可
能な循環型繊維戦略において、リサイクル繊維の活用や環境デザイン要件の設定、国民
への情報提供の強化などが掲げられている。

欧州 持続可能な製品政策枠組みパッケージ
⚫ 欧州委員会は、2022年3月に、2009年施行のエコデザイン指

令を改正する「持続可能な製品のためのエコデザイン規則案」
を公表。

⚫ 改正案では、「指令」から加盟国で直接適用される「規則」に
置き換え、域内での統一運用を図るとともに、食品や医薬品な
ど限られた例外を除く幅広い製品に対象を広げる。

⚫ 同日、「持続可能な循環型繊維戦略」も公表。

人権デュー・ディリジェンスに関する法令

⚫ イギリス

2015年「現代奴隷法」

「奴隷と人身取引に関する声明」を毎年公表することを義務付け。

⚫ フランス

2017年「企業注意義務法」

大企業の人権・環境デュー・ディリジェンスを義務化。

⚫ ドイツ

2021年「サプライチェーンにおけるデュー・ディリジェンス法」

人権・環境等に関するリスク管理体制の確立・定期的なリスク

分析の実施等を義務付け。2023年施行予定。

⚫ EU

「企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令案」

2022年2月、一定規模の企業に対して人権及び環境に関する

デュー・ディリジェンスを義務化する指令案を公表。立法機関で

議論中。

＜持続可能な製品のためのエコデザイン規則案＞
・耐久性、再利用可能性、改良・修理可能性、エネルギー効率性
等の基本要件及び消費者のための情報開示を義務づけ。

・製品ごとの特性に応じた詳細は、欧州委の委任立法により規定
予定。優先分野の1つに繊維が候補として挙がっている。

＜持続可能な循環型繊維戦略＞
・2030年までに域内販売繊維製品を耐久性があり、リサイクル
可能で、リサイクル済繊維を大幅に活用し、危険物質を含まず、
労働者の権利等の社会権や環境に配慮したものにするという目
標をかかげ、①デザイン要件の設定、②情報提供の強化、
③過剰生産・過剰消費の廃止、④未使用繊維製品の廃棄の廃止
等の対策を提言。



１．DXの推進
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サステナブルファッションのためのDXの推進について

⚫ サステナブルファッションの実現には、デジタル化による供給量や在庫量の効率的な管理
等による適量発注、適量供給の実現が重要。

⚫ 一方で、現在でもFAXによる受発注・取引や紙による在庫管理が行われている現場も
あることから、各事業者のIT化の推進に加えて、各産地におけるサプライチェーン全体の
DX化を進め、生産性の向上に取り組むことが必要。

⚫ 経済産業省では、IT導入補助金により各事業者のIT化を支援するとともに、地域企
業のDXや、新たなビジネスモデルの構築に対しては、地域未来DX投資促進事業等によ
り支援していく。

繊維産業におけるIT化の事例

⚫ スタッフへのタブレット配布により、染色作業の

工程管理や在庫管理をIT化。

出所： 株式会社内田染工場

⚫ 工場の全設備約1100台にセンサーを取り付け、

糸の張力など、様々な情報を集約・把握し、糸切

れの事前回避による、生産性の向上を達成。

出所： 丸井織物株式会社



「IT導入補助金2022」の概要

１．補助対象事業者

中小企業・小規模事業者等（飲食、宿泊、小売・卸、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象）

⚫ 中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やＤＸ等に向けた
ITツール（ソフトウェア、アプリ、サービス等）の導入を支援する補助金。

２．補助対象ツール
事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開（登録）されているITツール（ソフトウェア、サービス等）が対象。
相談対応等のサポート費用やクラウドサービス利用料等も補助対象に含む。

３．補助額・補助率
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枠名 通常枠
セキュリティ
対策推進枠

デジタル化基盤導入枠

類型名 A類型 B類型 ー デジタル化基盤導入類型 複数社連携IT導入類型

補助額
5万円～

150万円未満
150万円～

450万円以下
5万円～100万円

ITツール PC等 レジ等
a. デジタル化基盤導入類型の対

象経費
⇒左記と同様
b. それ以外の経費
⇒補助上限額は50万円×グルー
プ構成員数、補助率は２／３

（１事業あたりの補助上限額は、
3,000万円（(a)+(b))及び事務
費・専門家費）

～50万円
以下

50万円超
～350万

円

～10
万円

～20
万円

補助率 １／２以内 １／２以内 １／２以内
３／４
以内

２／３
以内

１／２以内

対象
経費

ソフトウェア購入費、クラウド
利用費（クラウド利用料２年

分）、導入関連費

サービス利用料
（最大2年分）

ソフトウェア購入費、クラウド利用費（クラウド利用料最大２年分）、
ハードウェア購入費、導入関連費

【複数社連携IT導入類型のみ】上記に加え事務費・専門家費

インボイス対応に必要なITツールの下限値を撤廃。
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①

②

pr_hosei_221109.pdf (meti.go.jp)

https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2022/hosei/pdf/pr_hosei_221109.pdf


⚫ 播州織は、通常の布地と比べて多彩な色柄が特徴であるため、顧客の望む生地を提案・選定することが困

難であり、多くの機会損失が発生

⚫ 本事業で構築した「播州織の生地情報をデジタル化した、素材のWebデータベース」を播州地域全体に普

及させ、システムの利用者から利用料を回収。将来的には、他産地の繊維メーカーへの横展開を目指す

地域未来DX投資促進事業の採択事例（令和４年度当初予算）

播州織マスタデータを活用した播州織製品の生産・サプライチェーンの革新（兵庫県）
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⚫ 実証企業：植山織物㈱、廣田縫工㈱

⚫ デジタル企業：㈱ウーリー、㈱アベイル

⚫ 協力団体：㈱みなと銀行

実施主体等

◎営業の業務負担を軽減 ・ 顧客ニーズに沿った新商品開発
➡ 「素材のWebデータベースの構築」により、顧客自身がWeb上で商品検索を行うことが可能と

なり、営業の業務負担を軽減に

➡ また、検索データの分析により、顧客ニーズの把握及びニーズに沿った新商品開発に繋げる

◎サプライチェーン全体の生産性向上
➡ 「縫製職人の技術もデジタル化し、縫製加工工程を自動化」することにより、受注から生産完了までの

生産工程の変革を促し、播州織業界及びその最終製品のサプライチェーン全体の生産性を向上

期待される効果

目的

⚫ 播州織の生地情報をデジタル化し、素材のWebデータベースを構築
➡ 生地の「規格（糸番手、本数）」、「織組織、柄（大きさ）」、「カラー」等、播州織の生地情報をデジタル化

⚫ 縫製職人の技術もデジタル化し、縫製加工工程を自動化
➡ 脱技能化・技能承継の簡略化を図るため、上記の生地情報に加え、縫製職人の技術もデジタル化

事業内容

生地サプライヤー

生地のマスタデー
タを開示すること
で、縫製会社やデ
ザイナーに有益な
情報を提供するプ
ラットフォームを構
築する。

サイト内の検索
データを分析する
ことで、マスタデー
タの精度向上、新
製品開発の情報
収集が可能なプ
ラットフォームとな
る。

活用ユーザー

生地のマスタデー
タを活用して、縫
製やデザイン工程
での作業効率向
上に繋げる。

インターネット

廣田縫工

写真、画像
マスタ

データ

Webシステム

(プラットフォーム）

悪意のある第３

者（ハッカー等）

スタジオにて撮影

生地企画

柄ピッチ

織組織

呼び方

色味

その他

同業者

プラットフォーム

利用者

縫製会社

海外アパレル等

植山織物

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

将来的な

ユーザー

将来的な

ユーザー

〈事業内容イメージ〉



２．分別・再生に関する技術開発等の推進
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未来像の実現に向けて、政策として重点的に取り組むべき
技術開発を以下の観点から選定。
・新市場の形成に向けて、個社や大学だけでは取り組みが
難しい技術開発の先導

・カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーなど、
繊維業界として早急に対応すべき技術開発の促進

・繊維産業の持続的発展に繋がる基盤構築への支援

１．スマートテキスタイルの社会実装を目指した技

術・サービス開発

・テキスタイル状センサを用いた衣服やインテリア等

の製品化 等
２．ヒューマンインターフェースとしての繊維製品のも
のづくりシステム構築

・風合いや心地よさのシミュレーション、ＥＣ

（Electronic Commerce）等における表示

３．バイオ繊維の普及

・主要な合成繊維のバイオベース化と高性能化

４．繊維to繊維リサイクル技術の実用化

・単一組成に近い繊維製品でのケミカルリサイクルの実現

・高付加価値なマテリアルリサイクルの実現

５．無水型染色加工技術の実用化

・大型実用機の設計・製造 等

６．オープンプラットフォームによる事業化促進

・中小企業のDX、IoT化、技術データベースの支援
10

⚫ 「繊維技術ロードマップ」（2022年5月策定）に基づき、2030年断面の繊維技術が創
る未来像をバックキャストし、産学官が英知を結集し、繊維技術の技術開発を進める。

繊維技術ロードマップによる技術開発の推進

繊
維
技
術
の
未
来
像
（
２
０
３
０
年
の
展
望
）

重
点
的
に
行
う
べ
き
技
術
開
発
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繊維産業のサステナビリティ確保に向けた技術開発の取組

⚫ 繊維産業のサステナビリティの確保に向け、繊維技術ロードマップに基づき、繊維から
繊維へのリサイクル技術、バイオ素材、無水染色加工等の技術開発を進めているところ。

⚫ 令和４年度補正予算等も活用し、産学官の英知を結集し、繊維技術の開発を加速してい
く。

無水染色加工技術の開発

繊維から繊維へのリサイクル技術の開発 バイオ素材等の技術開発

⚫ 2020年度から、NEDOプロジェクト「カーボン
リサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産
技術の開発」を実施中<東レ 等>

⚫ 2022年度補正予算「バイオものづくり革命推
進事業」を活用し、バイオ技術を用いた新たな
繊維製品、環境負荷を低減する製造プロセスを
技術開発する。

⚫ 2022年度から、NEDO先導研究プログラム「無
水・CO2無排出染色加工技術の開発」を実施中。

＜サステナテック、福井大学 等＞

・水を使わない、エネルギー消費を大幅に低減させ
る革新的な染色加工技術の社会実装を目指す。

・繊維製品の脱色が可能であり、繊維リサイクル技
術への応用が見込まれる。

⚫ 2022年度から、NEDO先導研究プログラム「植
物由来繊維資源循環プロセスの研究開発」を実
施＜日清紡、信州大学 等＞

⚫ 2022年度補正予算において「資源自律に向け
た資源循環システム強靱化実証事業」を創設。
多種多様な繊維、混紡品のマテリアルリサイク
ル、ケミカルリサイクルの技術開発を行う。

⚫ さらに、ＮＥＤＯにおいて現在繊維リサイクル
に係る技術戦略の検討を進めており、今後、使
用済衣類の自動分別等の技術開発を行う予定。

使用済衣類の自動分別装置（イメージ）
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３．繊維製品における環境配慮設計について
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⚫ 2022年中に、業種横断的な環境配慮設計ガイドライン（JIS規格）が策定される見通し。

⚫ 業種横断的な環境配慮設計ガイドラインを踏まえ、繊維製品分野についても、川上・川
中・川下の各サプライチェーン上で配慮すべき事項を整理し、今後、「繊維製品における
環境配慮設計ガイドライン（仮称）」を策定していく。あわせて、繊維リサイクル製品や
バイオマス由来製品の評価・表示方法についても整理していく。

環境配慮設計について

環境配慮設計ガイドラインの策定

全産業の環境配慮設計ガイドラインの策定状況：
「環境配慮設計－原則，要求事項及び手引」が間も
なくJIS制定される見通し。これにより、先行して
制定されていた電気・電子製品及びシステムが、全
ての製品へ拡張。

環境配慮製品の評価・表示方法の規格化

⚫ 日本化学繊維協会において、環境配慮型繊維
（リサイクル繊維、バイオ繊維）のJIS策定、
ISO化に向けた標準化委員会を設け検討中。

⚫ 評価・検証方法、表示方法を確立し、環境配慮
型繊維の製造・販売等の促進につなげる。

環境配慮製品の課題：

⚫ 繊維リサイクル製品やバイオマス由来製品の定
義や表示方法等がない。

⚫ 化学繊維の場合、リサイクル繊維とバージン繊
維を見分ける評価、証明手法がない。コストを
かけてしっかり製造しても、評価されにくい。

環境配慮設計の主な要求事項

⚫ 環境配慮設計の組織のマネジメントシステムへの組込み

⚫ 環境配慮設計の適用範囲の決定

⚫ 環境配慮設計の要素

⚫ ステークホルダーの環境要求事項の分析

⚫ 環境側面の特定及び評価

⚫ 環境配慮設計の設計及び開発への組込み

⚫ 環境配慮設計のレビュー

⚫ 繊維評価技術協議会において、繊維製品の環境
配慮設計に関する標準化調査を実施予定



原材料
素 材

●バイオ・リサイクル・再資源化原料の活用
●繊維製造プロセスの低炭素化
●長寿命化・軽量化素材、繊維屑発生抑制 等

●染色等加工プロセスの低炭素化
●水の使用量削減・再利用
●有害化学物質の代替
●分解・分別し易い部素材構成、デザイン、
装飾品

●製品の長寿命化・軽量化 等

染色等加工
縫 製

分別回収

リサイクル
再資源化

●リペアサービスの提供等（長期使用の取組）

使用時

繊維製品の循環と排出抑制には製造段階で
の環境配慮設計の導入が必要。

繊維製品分野の環境配慮製品の考え方（衣料品の例）

●リサイクル・再資源化の多様化
●分別・回収システム・拠点の整備 等

環境配慮設計
（共通配慮事項）

川中産業

川下産業

川上産業

環境配慮設計
（共通配慮事項）

業界ガイドライン

JIS/ISO

｢環境配慮設計｣の在り方を検討するに当たっては、
川上・川中・川下産業が一体的に取り組むことが必要

工程共通の配慮事項（環境配慮
設計）に基づいた設計・生産

製品共通で考慮すべき事項（業界ガイドライン）

製品に応じて考慮すべき事項（各社選択）
※サイズ、重量、デザイン、肌触り・着心地・風合い、各
種機能性（通気性・伸縮性・強靱性等）
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⚫ 繊維製品分野におけるカーボンニュートラルや循環型経済の実現に向けて、バイオベース
原料の活用、消費活動後の製品の回収・リサイクル、低炭素型プロセス開発、マイクロプ
ラスチック問題への対応が必要。

繊維製品分野における環境配慮設計について



４．責任あるサプライチェーン管理について
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出所： ディスクロージャー&IR総合研究所（2020年）、「法定開示書類にみるESG Vol.15～
人権」

有価証券報告書での「人権」キーワード記載数
（上場企業の2019年4月1日から2020年3月31日までの決算期を対象）

⚫ 企業が人権問題を事業のリスクや経営上対処すべき課題として捉え、開示する例が増えている。
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「人権」キーワード記載企業数 （社）

企業による人権に関する開示

2018 2019 2020

経営方針、経営環境及び対処
すべき課題等

43 56 80

事業等のリスク 23 30 78

コーポレート・ガバナンスの状況 72 92 112

有価証券報告書での「人権」キーワード
記載箇所の推移

（社）
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Corporate Human Rights Benchmark
（CHRB）の繊維企業ランキング（2020年）

• 投資家向け情報提供を目的。2020年は繊維企業53

社が対象。平均スコアは、9.0点（26点満点）

※農業分野は10.3点、鉱業分野は10.2点、電気・電子分野は

7.9点

順位 企業名 スコア（26点満点）

1位 Adidas 23

2位 Tesco 21.5

3位 Marks & Spencer 20.5

4位
ファースト
リテイリング

19.5

5位 Gap Inc. 18.5

・・・ ・・・ ・・・

14位 イオン 13.5

・・・ ・・・ ・・・

（出典）Corporate Human Rights Benchmark（CHRB）のHPより作成



「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」策定の背景

⚫２０１１年、国連において、ビジネスと人権に関する指導原則が全会一致で支持
され、海外では企業に人権尊重を求める動きが加速。

⚫我が国も、２０２０年、｢ビジネスと人権｣に関する行動計画を策定し、企業によ
る人権デュー・ディリジェンス（※）実施について期待を表明。

⚫米欧では、法規制によって、企業に人権尊重を義務付ける動きが活発化しており、
日本企業も今まで以上に対応が求められる状況に。

⚫また、本年６月のＧ７サミットでは、国際スタンダードに則って、人権尊重を行
うことを確認。

⚫このような状況を受け、①国連指導原則、ＯＥＣＤ多国籍企業行動指針、ＩＬＯ
多国籍企業宣言をはじめとする国際スタンダードに則った、かつ、②企業にとっ
て分かりやすい具体例付きのガイドラインを策定。

（※）人権デュー・ディリジェンスとは企業のサプライチェーン上の人権侵害リスクを特定し、防止・軽減する試み

なお、日本政府としては、ガイドライン策定と併せて、企業の予見可能性確保のため、各国との情報
共有など国際協調の取組も推進。
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「繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン」について

⚫ 本年7月、日本繊維産業連盟（以下「繊産連」）において、「繊維産業における責任あ
る企業行動ガイドライン」を公表。

⚫ 本ガイドラインは、ILO(国際労働機関）と協力することにより、国連の「ビジネスと人
権に関する指導原則」等の国際スタンダードに則りつつ、日本の繊維産業の実態を踏ま
え、中小企業にも取り組みやすいよう、確認項目を具体的に提示。

⚫ 業界全体でディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）への取組強化と、
バリューチェーンの強靭化、国際競争力の向上を図ることを目的とする。

ガイドラインの構成

第一部 本ガイドラインの目的・概要
第二部 自社内における確認と取組

※受注者（主に中小企業）が、自社において最低限確認すべき事項を、強制労働、ハラスメント、
外国人労働者（技能実習生含む）といった項目ごとにリスト化して例示。

第三部 取引先との関係における確認と取組
※サプライチェーンを管理する立場である発注者（アパレルや商社）が理解し確認すべき事項を
解説。

第四部 人権デュー・ディリジェンスの全体像
※二部・三部で示した項目の確認方法について、①人権方針の策定、②サプライチェーンの把握・
リスクの特定、③リスクの防止・軽減に向けた行動、④効果の監視、⑤報告・公表、という
ステップ別に解説。また救済制度についても解説。
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５．繊維製品の資源循環システム構築に
向けて
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繊維製品の資源循環システム構築に向けて

⚫ 繊維製品分野に関しては、特に欧州において、人権DDや環境配慮対応などのサステナ
ビリティに関する取組が急速に進展。一方で、我が国における衣料品のリユースやリサイ
クルは約35％にとどまっている状況（繊維リサイクルは1%未満）。

⚫ 我が国の繊維関連企業が、今後需要拡大が見込まれる海外市場においても競争力を
維持・確保していくためには、繊維製品の資源循環システムの課題を整理し、必要な施
策を講じていくことが必要。

⚫ 繊維製品の資源循環システムを確立するため
には、大きく「回収」「分別・再生」「製造」「販
売」の4つのフェーズで課題が存在。それらを
並行的に解決していくことが不可欠。

⚫ 国内における衣料品の回収、回収した衣料
品の分別やリサイクル、繊維から繊維へのリ
サイクル・再生、リサイクル繊維等を活用した
製品の販売時における国内法制度等の現状、
技術的な課題、消費者への理解等について、
諸外国の動向を踏まえながら整理が必要。

回収 販売

分別
繊維再生 製造

繊維産業における資源循環システムのイメージ


